
広
島
県
訓
令
第
十
一
号 

本

庁

 

地

方

機

関

 

広
島
県
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

広
島
県
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

広
島
県
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
広
島
県
訓
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
副
知
事
の
専
決
事
項
） 

第
七
条 

副
知
事
は
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の

う
ち
、
広
島
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規 

程
に
よ
り
担
任
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
務
で
あ
つ
て
、 

別
表
第
二
の
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
専
決

権
者
の
欄
に
お
い
て
副
知
事
の
専
決
事
項
と
し
て
○

印
を
も
つ
て
定
め
る
も
の
そ
の
他
の
事
務
（
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
専
決
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一―

九 

（
略
） 

 

十 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
百
七
十
九
条
及
び
第
百
八
十
条
の
規
定
に

よ
る
専
決
処
分
（
別
表
第
二
の
事
項
の
欄
に
掲
げ

る
事
項
の
う
ち
同
表
の
専
決
権
者
の
欄
に
お
い
て

局
長
の
専
決
事
項
と
し
て
○
印
を
も
つ
て
定
め
る

も
の
を
除
く
。
） 

 

十
一―

二
十
一 

（
略
） 

 

二
十
二 

局
長
（
局
長
相
当
職
を
含
む
。
）
の
外
国

旅
行
の
命
令
及
び
報
告
の
受
理 

    

（
局
長
、
課
長
等
の
専
決
事
項
） 

第
八
条 

局
長
及
び
課
長
は
、
所
掌
事
務
に
関
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
二
の
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
の

う
ち
同
表
の
専
決
権
者
の
欄
に
お
い
て
○
印
を
も
つ

て
定
め
る
も
の
及
び
事
務
の
内
容
が
こ
れ
ら
に
類
す

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
専
決
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

２―

９ 

（
略
） 


 

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
は
、
所
掌
事
務
に
関
し
て
、

別
表
第
二
の
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
同
表

の
専
決
権
者
の
欄
に
お
い
て
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
の

専
決
事
項
と
し
て
○
印
を
も
つ
て
定
め
る
も
の
及
び

所
掌
事
務
に
関
す
る
付
随
的
事
項
で
軽
易
な
も
の
並 

び
に
別
表
第
三
に
掲
げ
る
課
長
の
専
決
事
項
の
う
ち

軽
易
な
も
の
で
あ
つ
て
課
長
が
局
長
の
承
認
を
得
て

 
（
副
知
事
の
専
決
事
項
） 

第
七
条 

副
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
知

事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
広
島
県
副
知
事

の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程
に
よ
り
担
任
す
る
こ

と
と
さ
れ
た
事
務
に
つ
い
て
、
専
決
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 
 

 
  

一―

九 

（
略
） 

十 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
百
七
十
九
条
及
び
第
百
八
十
条
の
規
定
に

よ
る
専
決
処
分
（
別
表
第
二
局
長
専
決
事
項
の
欄

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

  

十
一―

二
十
一 

（
略
） 

二
十
二 

局
長
（
局
長
相
当
職
を
含
む
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
一
週
間
を
超
え
る
県
外
旅
行
の

命
令
及
び
報
告
の
受
理 

二
十
三 

局
長
の
服
務 

 
 

（
局
長
、
課
長
等
の
専
決
事
項
） 

第
八
条 

局
長
及
び
課
長
は
、
所
掌
事
務
に
関
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
二
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   

２―

９ 

（
略
） 

 

 

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
課

長
の
専
決
事
項
の
う
ち
、
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
、

課
長
が
局
長
の
承
認
を
得
て
指
定
す
る
も
の
及
び
別

表
第
四
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

  



指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
専
決
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 


 

（
略
） 

 

（
地
方
機
関
の
長
の
専
決
事
項
） 

第
十
一
条 
地
方
機
関
の
長
は
、
所
掌
事
務
に
関
し
て
、 

別
表
第
四
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

２ 

地
方
機
関
の
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ

か
、
別
表
第
五
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

（
略
） 

  
 

（
略
） 

 

（
地
方
機
関
の
長
の
専
決
事
項
） 

第
十
一
条 

地
方
機
関
の
長
は
、
所
掌
事
務
に
関
し
て
、 

別
表
第
五
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

２ 

地
方
機
関
の
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ

か
、
別
表
第
六
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

（
略
） 

 
 

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別
表
第
二
（
第
三
条
、
第
七
条
、
第
八
条
関
係
） 

事
務
の 

種
類 

事
項 

知 事 
専
決
権
者 

合
議
先 

合
議
が
必
要 

と
な
る
事
項 

文
書
等 

の
審
査

が
必
要

と
な
る

事
項 

副 知事 

局 長 

課 長 

グ ループリーダー 

一 

表
彰
等 

の
計

画
及

び
執

行 

１ 

重
要
な
儀
式
及
び
表
彰
の
計

画
及
び
執
行 

○ 
 

 
 

 
 

 
 

２ 

定
例
的
な
表
彰
の
計
画
及
び

そ
の
執
行 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

二 

議
会
の

招
集 

 

○ 
 

 
 

 
 

 
 

三 

議
会
の

議
決

又
は

議
会

に
対

す
る

報
告

を
要

す
る

事
項 

 

○ 
 

 
 

 

会
計
管

理
部
長 

予
算
に
関
係

の
あ
る
条
例

に
関
す
る
も

の 

○ 

財
政
課 

長 

 

四 

条
例
の

公
布 

 

○ 
 

 
 

 

財
政
課

長 

 

〇 

五 

規
則
等

の
制

定
及 

１ 

規
則
及
び
訓
令
の
制
定
及
び 

 

改
廃 

○ 
 

 
 

 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

 

〇 

 



び
改

廃 

２ 

所
掌
事
務
に
関
す
る
要
綱
等

の
制
定
及
び
改
廃 

 
 

○ 
 

 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

〇 

六 

計
画
等 

の
樹

立
、 

策
定 

１ 

県
行
政
の
総
合
企
画
及
び
運

営
に
関
す
る
一
般
方
針
の
樹
立 

○ 
 

 
 

 
 

 
 

２ 
重
大
な
災
害
に
つ
い
て
の
対

策
の
樹
立 

○ 
 

 
 

 
 

 
 

３ 

所
掌
事
務
に
関
す
る
実
施
計

画
の
策
定 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

七 

予
備
費

の
充

用 

 

○ 
 

 
 

 
 

 
 

八 

地
方
自

治
法

第
百 

七
十

九
条

及
び 

第
百

八
十

条
の

規
定

に
よ

る
専

決
処

分 

１ 

地
方
自
治
法
第
百
七
十
九
条

及
び
第
百
八
十
条
の
規
定
に
よ

る
専
決
処
分
（
２
か
ら
６
ま
で

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

○ 
 

 
 

 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

〇 

２ 

県
税
の
賦
課
徴
収
そ
の
他
歳

入
の
徴
収
に
つ
い
て
生
ず
る
訴

え
の
提
起
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

○ 
 

 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

 

○ 

３ 

県
営
住
宅
に
係
る
家
賃
若
し

く
は
損
害
賠
償
金
の
支
払
又
は

明
渡
し
の
請
求
に
関
す
る
訴
え

の
提
起
、
和
解
及
び
調
停
（
広

島
県
県
営
住
宅
設
置
、
整
備
及

び
管
理
条
例
（
平
成
九
年
広
島

県
条
例
第
十
三
号
）
第
三
十
九

条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号

に
該
当
す
る
入
居
者
に
係
る
も 

の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。  

 

○ 
 

 
会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

〇 

４ 

２
及
び
３
に
定
め
る
も
の
を

除
く
ほ
か
、
県
の
申
立
て
に
基

づ
い
て
発
せ
ら
れ
た
支
払
督
促

に
対
し
、
債
務
者
か
ら
適
法
な

異
議
の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合

に
、
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年

法
律
第
百
九
号
）
第
三
百
九
十

五
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
支
払

督
促
の
申
立
て
の
時
に
あ
つ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
訴
え
の
提

起
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

○ 
 

 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

○ 

５ 

地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第

一
項
第
十
二
号
の
規
定
に
よ
る

損
害
賠
償
を
支
払
う
も
の
で
、

そ
の
額
が
五
百
万
円
以
下
の
も 

の
に
係
る
和
解
に
関
す
る
こ
と
。  

 

○ 
 

 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

○ 

 

６ 

地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第

一
項
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
る 

 
 

○ 
 

 

会
計
管

理
部
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

○ 

 



 

法
律
上
そ
の
義
務
に
属
す
る
損

害
賠
償
で
、
そ
の
額
が
五
百
万

円
以
下
の
も
の
の
額
を
定
め
る

こ
と
。 

 
 

 
 

 

及
び
財

政
課
長 

 
 

九 

工
事
の

執
行 

１ 

予
定
価
格
一
件
五
億
円
以
上 

○ 
 

 
 

 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

 
２ 

予
定
価
格
一
件
三
億
円
以
上

五
億
円
未
満 

 

○ 
 

 
 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

 

３ 

予
定
価
格
一
件
二
億
円
以
上

三
億
円
未
満 

 
 

○ 
 

 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

 

４ 

予
定
価
格
一
件
二
億
円
未
満 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

５ 

工
事
の
起
工 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

十 

土
地
の

取
得

に
つ

い
て

の
標

準
地

の
単

位
価

格
の 

決
定 

１ 

土
地
の
取
得
費
が
五
億
円
以

上
と
な
る
事
業 

○ 
 

 
 

 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

 

２ 

土
地
の
取
得
費
が
三
億
円
以

上
五
億
円
未
満
で
あ
る
事
業 

 

○ 
 

 
 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

 

３ 

土
地
の
取
得
費
が
二
億
円
以

上
三
億
円
未
満
で
あ
る
事
業 

 
 

○ 
 

 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

 

４ 

土
地
の
取
得
費
が
二
億
円
未

満
で
あ
る
事
業 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

十
一 財

産 

の
取

得
、

管
理

及
び

処
分 

１ 

予
定
価
格
七
千
万
円
以
上
の

財
産
の
取
得
及
び
処
分 

○ 
 

 
 

 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

 

 
 

 
 

 

財
産
管

理
課
長 

ア 

行
政
財

産
の
取
得

に
関
す
る

も
の
（
建

設
工
事
の

執
行
に
よ

り
取
得
し

よ
う
と
す

る
と
き
を

除
く
。
） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

イ 

普
通
財

産
（
無
体

財
産
権
に 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

限
る
。
）

の
取
得
及

び
処
分
に

関
す
る
も

の 

 

ウ 

普
通
財

産
の
処
分

に
関
す
る

も
の
（
土

地
改
良
財

産
等
の
譲

与
に
関
す

る
条
例
（

昭
和
四
十

二
年
広
島

県
条
例
第

三
十
六
号

）
第
三
条

第
一
項
の

規
定
に
よ

り
県
有
財

産
を
譲
与

し
よ
う
と

す
る
と
き

を
除
く
。

） 

２ 

財
産
（
物

品
を
除
く
。

）
の
取
得
及

び
処
分 

⑴ 

予
定
価
格

二
千
万
円
以

上
七
千
万
円

未
満 

 
 

○ 
 

  

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

  

財
産
管

理
課
長 

 

ア 

行
政
財

産
の
取
得

に
関
す
る

も
の
（
建

設
工
事
の

執
行
に
よ

り
取
得
し

よ
う
と
す

る
と
き
を

除
く
。
） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

イ 

普
通
財

産
（
無
体

財
産
権
に

限
る
。
）

の
取
得
及

び
処
分
に

関
す
る
も

の 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ウ 

普
通
財

産
の
処
分

に
関
す
る 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

も
の
（
土

地
改
良
財

産
等
の
譲

与
に
関
す

る
条
例
第

三
条
第
一

項
の
規
定

に
よ
り
県

有
財
産
を

譲
与
し
よ

う
と
す
る

と
き
を
除

く
。
） 

 

 
 

⑵ 

予
定
価
格

二
千
万
円
未

満 

 

 
 

 

○ 
 

財
産
管

理
課
長 

ア 

行
政
財

産
の
取
得

に
関
す
る

も
の
（
建

設
工
事
の

執
行
に
よ

り
取
得
し

よ
う
と
す

る
と
き
を

除
く
。
） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

イ 

普
通
財

産
（
無
体

財
産
権
に

限
る
。
）

の
取
得
及

び
処
分
に

関
す
る
も

の 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ウ 

普
通
財

産
の
処
分

に
関
す
る

も
の
（
土

地
改
良
財

産
等
の
譲

与
に
関
す

る
条
例
第

三
条
第
一

項
の
規
定

に
よ
り
県

有
財
産
を

譲
与
し
よ

う
と
す
る

と
き
を
除

く
。
） 

 

 

３ 

物
品
の
取 

得
及
び
処
分

（
収
支
の
原

因
と
な
る
行 

⑴ 

予
定
価
格 

二
千
万
円
以

上
七
千
万
円

未
満 

 
 

○ 
 

 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

 

 



 

為
に
つ
い
て

決
裁
を
経
た

も
の
の
物
品

の
購
入
、
売

払
い
及
び
会

計
管
理
部
長

が
別
に
指
定

す
る
借
入
れ

の
契
約
に
関

す
る
事
務
を

除
く
。
） 

⑵ 

予
定
価
格

二
千
万
円
未

満 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

⑶ 

予
定
価
格

五
十
万
円
未

満
（
別
表
第

一
に
掲
げ
る

幹
事
課
の
う

ち
、
局
長
が

指
定
す
る
グ

ル
ー
プ
の
リ

ー
ダ
ー
に
限

る
。
） 

 
 

 
 

○ 
 

 
 

４ 

物
品
及
び

占
有
動
産
の

管
理
及
び
出

納
通
知
（
収

支
の
原
因
と

な
る
行
為
に

つ
い
て
決
裁

を
経
た
も
の

の
物
品
の
修

繕
の
契
約
に 

⑴ 

予
定
価
格

二
千
万
円
以

上 

 
 

○ 
 

 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

 

関
す
る
事
務

を
除
く
。
） 

⑵ 

予
定
価
格

二
千
万
円
未

満 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

 

⑶ 

予
定
価
格

五
十
万
円
未

満 

 
 

 
 

○ 
 

 
 

５ 

寄
附
受
納
（
物
品
を
除
く
。

）
の
諾
否
の
決
定 

 
 

 

○ 
 

財
産
管

理
課
長 

 
 

６ 

財
産
等
に
関
す
る
登
記
又
は

登
録
の
申
請
及
び
嘱
託 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

７ 

公
有
財
産
の
所
属
換
え
、
会

計
換
え
、
分
類
換
え
及
び
分
掌

変
更 

 
 

 

○ 
 

財
産
管

理
課
長 

土
地
改
良
財

産
等
の
譲
与

に
関
す
る
条

例
第
三
条
第

一
項
の
規
定

に
よ
る
土
地

改
良
財
産
の

分
類
換
え
を

除
く
。 

 

十
二 

 

財
産

の
賃 

貸
借 

又
は

使
用

許
可 

１ 

予
定
賃
貸
料
又
は
使
用
料
の

年
額
又
は
総
額
一
千
万
円
以
上

の
財
産
（
物
品
を
除
く
。
） 

○ 
 

 
 

 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

 

 
 

 

財
産
管

理
課
長 

行
政
財
産
の

使
用
許
可
及

び
不
動
産
の

借
受
に
関
す

る
も
の 

 

 



 

２ 

予
定
賃
貸
料
又
は
使
用
料
の

年
額
又
は
総
額
が
七
百
万
円
以

上
一
千
万
円
未
満
の
財
産
（
物

品
を
除
く
。
） 

 

○ 
 

 
 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

 

財
産
管

理
課
長 

行
政
財
産
の

使
用
許
可
及

び
不
動
産
の

借
受
に
関
す

る
も
の 

 
３ 

予
定
賃
貸
料
又
は
使
用
料
の

年
額
又
は
総
額
が
七
百
万
円
未

満
の
財
産
（
物
品
を
除
く
。
）

（
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の

も
の
に
限
る
。
） 

 

○ 
 

 
 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

 

財
産
管

理
課
長 

行
政
財
産
の

使
用
許
可
及

び
不
動
産
の

借
受
に
関
す

る
も
の 

 

４ 

予
定
賃
貸
料
又
は
使
用
料
の

年
額
又
は
総
額
が
七
百
万
円
未

満
の
財
産
（
物
品
を
除
く
。
）

（
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の
に
限
る
。
） 

 
 

○ 
 

 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

 

財
産
管

理
課
長 

行
政
財
産
の

使
用
許
可
及

び
不
動
産
の

借
受
に
関
す

る
も
の 

 

５ 

予
定
賃
貸
料
又
は
使
用
料
の

年
額
又
は
総
額
が
三
百
万
円
未

満
の
財
産
（
物
品
を
除
く
。
）

（
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の
に
限
る
。
） 

 
 

 

○ 
 

財
産
管

理
課
長 

行
政
財
産
の

使
用
許
可
及

び
不
動
産
の

借
受
に
関
す

る
も
の 

 

６ 

財
産
（
物
品
を
除
く
。
）
の

賃
貸
借
及
び
使
用
許
可
の
更
新 

 
 

 

○ 
 

財
産
管

理
課
長 

ア 

行
政
財 

産
の
貸
付
、 

条
件
変
更
、 

契
約
期
間

更
新
又
は

契
約
解
除 

 

 
 

 
 

 
 

 

イ 

使
用
の

許
可
を
し

た
行
政
財

産
の
使
用 

期
間
の
更

新
、
又
は

当
該
行
政

財
産
の
現

状
、
使
用

の
目
的
若

し
く
は
使

用
の
態
様 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

変
更
に
関
す

る
も
の 

 

十
三 許

認
可
等 

１ 

公
共
組
合
及
び
公
共
的
団
体

の
設
立
、
合
併
、
解
散
、
定
款

変
更
等
の
許
可
、
認
可
、
認
証

等 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

２ 
法
令
に
基
づ
く
制
限
、
禁
止

及
び
措
置
命
令 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

３ 

法
令
に
基
づ
く
聴
聞
、
弁
明

の
機
会
の
付
与
及
び
意
見
の
聴

取 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

４ 

法
令
に
基
づ
く
占
用
の
許
可 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

５ 

法
令
に
基
づ
く
営
業
又
は
こ

れ
に
類
す
る
行
為
に
関
す
る
許

可
、
免
許
、
登
録
等
並
び
に
そ

の
取
消
し
、
変
更
及
び
更
新 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

６ 

法
令
に
基
づ
く
各
種
届
出
及

び
報
告
の
受
付 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

７ 

軽
易
な
届
出
及
び
報
告
の
受

理 

 
 

 
 

○ 
 

 
 

８ 

法
令
に
基
づ
く
施
設
の
設
置

等
の
許
可
、
認
可
等
及
び
そ
の

取
消
し
、
変
更
等
並
び
に
そ
の

廃
止
、
休
止
等
の
承
認 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

９ 

法
令
に
基
づ
く
一
定
の
区
域

内
に
お
け
る
立
入
り
、
占
用
（

五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も 

の
に
限
る
。
）
、
土
石
の
採
取
、 

施
設
の
設
置
そ
の
他
の
行
為
の 

許
可
、
認
可
及
び
そ
の
取
消
し
、 

変
更
等 

 

○ 
 

 
 

 
 

 


 

法
令
に
基
づ
く
一
定
の
区
域

内
に
お
け
る
立
入
り
、
占
用
（

五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も 

の
に
限
る
。
）
、
土
石
の
採
取
、 

施
設
の
設
置
そ
の
他
の
行
為
の 

許
可
、
認
可
及
び
そ
の
取
消
し
、 

変
更
等 

 
 

 

○ 
 

 
 

 


 

法
令
に
基
づ
く
試
験
の
施
行

並
び
に
合
格
者
等
の
免
許
、
登

録
及
び
そ
の
取
消
し
、
変
更
等 

 
 

 

○ 
 

 
 

 


 

法
令
に
基
づ
く
資
格
、
権
利
、 

地
域
、
計
画
等
の
認
定
、
確
認

そ
の
他
の
確
認
行
為 

 
 

 

○ 
 

 
 

 


 

法
令
に
基
づ
く
地
域
、
機
関

等
の
指
定
及
び
そ
の
取
消
し
、

変
更
等 

 
 

 

○ 
 

 
 

 


 

法
令
に
基
づ
く
検
査
、
調
査
、 

指
示
、
勧
告
、
報
告
の
徴
収
そ 

の
他
の
監
督
権
の
行
使 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

 

 

法
令
に
基
づ
く
各
種
の
許
可 

 
 

 

○ 
 

 
 

 



 

証
、
免
許
証
、
登
録
証
、
検
査

証
、
合
格
証
、
鑑
札
等
の
交
付 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

法
令
に
基
づ
く
各
種
の
許
可

証
、
免
許
証
、
登
録
証
、
検
査

証
、
合
格
証
、
鑑
札
等
の
再
交

付
、
書
換
え
交
付
及
び
返
納
処

理 

 
 

 
 

○ 
 

 
 

十
四 開

発
行
為

等
の

許
可 

１ 

一
件
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
の
公
有
水
面
の
埋
立
免
許 

○ 
 

 
 

 
 

 
 

２ 

一
件
二
十
万
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
開
発
行
為
の
許
可 

○ 
 

 
 

 
 

 
 

３ 

一
件
二
十
万
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
宅
地
造
成
、
特
定
盛
土

等
及
び
土
石
の
堆
積
に
関
す
る

工
事
の
許
可 

○ 
 

 
 

 
 

 
 

十
五 

 

河
川
、 

港
湾 

そ
の

他
の

公
共

用
地

等
の

使
用

許
可 

１ 

一
件
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
の
河
川
、
港
湾
そ
の
他
の
公

共
用
地
等
の
使
用
許
可 

○ 
 

 
 

 
 

 
 

２ 

一
件
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の 

河
川
、
港
湾
、
そ
の
他
の
公
共

用
地
等
の
使
用
許
可 

 

○ 
 

 
 

 
 

 

３ 

一
件
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
河
川
、
港
湾
そ
の
他
の
公

共
用
地
等
の
使
用
許
可 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

十
六 行

政
不
服 

審
査
、 

情
報 

公
開
、 

個
人 

情
報 

保
護 

１ 

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第

四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一

項
、
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請

求
に
関
す
る
裁
決 

 

○ 
 

 
 

 
 

○ 

２ 

行
政
不
服
審
査
法
第
四
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
広
島

県
行
政
不
服
審
査
会
へ
の
諮
問 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

３ 

広
島
県
情
報
公
開
条
例
（
平

成
十
三
年
広
島
県
条
例
第
五
号

）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
行
政
文
書
の
開

示
決
定
等
又
は
同
条
例
第
五
条

の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
に
係

る
不
作
為
に
係
る
審
査
請
求
に

対
す
る
処
分 

 
 

○ 
 

 
 

 

○ 

４ 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五

十
七
号
）
第
八
十
二
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
決
定

等
、
同
法
第
九
十
三
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
決
定 

 
 

○ 
 

 
 

 

○ 

 



 

等
、
同
法
第
百
一
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
決

定
等
又
は
同
法
第
七
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人

情
報
の
開
示
の
請
求
、
同
法
第

九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
の
請
求

若
し
く
は
同
法
第
九
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人

情
報
の
利
用
停
止
の
請
求
に
係

る
不
作
為
に
係
る
審
査
請
求
に

対
す
る
処
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

５ 

広
島
県
情
報
公
開
条
例
第
七

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
行
政
文
書
の
開
示
決
定

等 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

６ 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
第
八
十
二
条
第
一
項
又
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個

人
情
報
の
開
示
決
定
等
、
同
法

第
九
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情

報
の
訂
正
決
定
等
及
び
同
法
第

百
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の

利
用
停
止
決
定
等 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

十
七 

 

人
事 

及
び

組
織 

１ 

行
政
組
織
の
編
成
及
び
職
の

設
置 

○ 
 

 
 

 
 

 
 

２ 

課
長
（
課
長
相
当
職
を
含
む
。 

十
八
の
部
及
び
十
九
の
部
に
お

い
て
同
じ
。
）
以
上
の
職
員
の 

任
免 

○ 
 

 
 

 
 

 
 

３ 

職
員
の
分
限
（
休
職
を
除
く
。

）
及
び
懲
戒 

○ 
 

 
 

 
 

 
 

４ 

附
属
機
関
の
委
員
の
任
命
（

５
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

○ 
 

 
 

 
 

 

５ 

広
島
県
附
属
機
関
設
置
条
例

（
平
成
二
十
六
年
広
島
県
条
例

第
三
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
置
く
附
属
機
関
の
委

員
の
任
命
（
所
掌
事
務
に
関
す

る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

６ 

非
常
勤
の
職
員
（
地
方
公
務

員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条

の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時

間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を

除
く
。
）
の
任
免 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

 



十
八 旅

行 
の
命

令
及

び
報

告
の

受
理 

１ 

副
知
事
の
旅
行
の
命
令
及
び

報
告
の
受
理 

○ 
 

 
 

 
 

 
 

２ 

局
長
（
局
長
相
当
職
を
含
む
。 

こ
の
部
及
び
十
九
の
部
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
外
国
旅
行
の
命

令
及
び
報
告
の
受
理 

○ 
 

 
 

 
 

 
 

３ 
局
長
の
国
内
旅
行
の
命
令
及

び
報
告
の
受
理 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

４ 

部
長
（
部
長
相
当
職
を
含
む
。 

十
九
の
部
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
旅
行
の
命
令
及
び
報
告
の
受

理 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

５ 

課
長
の
旅
行
の
命
令
及
び
報

告
の
受
理 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

６ 

地
方
機
関
の
長
（
以
下
「
所

長
」
と
い
う
。
）
の
外
国
旅
行

の
命
令
及
び
報
告
の
受
理 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

７ 

職
員
の
旅
行
の
命
令
及
び
報

告
の
受
理 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

十
九 

 

服
務 

１ 

局
長
の
服
務 

 

○ 
 

 
 

 
 

 

２ 

部
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
及
び
休
暇
の
承
認 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

３ 

課
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
及
び
休
暇
の
承
認 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

４ 

所
長
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
及
び
一
週
間
を
超
え
る
休
暇

の
承
認 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

５ 

職
員
の
職
務
専
念
義
務
の
免

除
及
び
休
暇
の
承
認 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

６ 

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年

広
島
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「

勤
務
時
間
等
条
例
」
と
い
う
。

）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
職
員
の
休
憩
時
間
の
短
縮 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

７ 

職
員
の
時
間
外
勤
務
、
休
日

勤
務
及
び
夜
間
勤
務
の
命
令 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

８ 

勤
務
時
間
等
条
例
第
八
条
の

規
定
に
よ
る
育
児
又
は
介
護
を

行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
の

承
認 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

９ 

勤
務
時
間
等
条
例
第
八
条
の

二
の
規
定
に
よ
る
育
児
又
は
介

護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及

び
時
間
外
勤
務
の
制
限 

 
 

 

○ 
 

 
 

 


 

職
員
の
部
分
休
業
の
承
認
及

び
取
消
し 

 
 

 

○ 
 

 
 

 


 

職
員
の
身
分
、
給
与
及
び
通

勤
の
証
明 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

二
十 

 

 

事
務 

１ 

広
島
県
職
務
発
明
規
則
（
昭

和
五
十
六
年
広
島
県
規
則
第
二 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

 



分
担

の
決 

定
等 

十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
、

決
定
及
び
通
知 

 
 

 
 

 
 

 
 

２ 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対

す
る
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三

十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六

号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の

規
定
に
よ
る
委
任
事
務
を
処
理

す
べ
き
所
長
の
指
定 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

３ 

職
員
の
事
務
分
担
の
決
定 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

４ 

法
令
に
基
づ
く
各
種
の
検
査
、

監
督
又
は
監
視
を
行
う
職
員
の 

指
名
及
び
身
分
証
票
の
交
付 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

５ 

訴
訟
代
理
人
の
選
任
並
び
に

指
定
代
理
人
の
指
定
及
び
そ
の

解
除 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

６ 

一
件
五
十
万
円
未
満
の
支
出

に
関
す
る
検
査
職
員
の
指
定 

 
 

 
 

○ 
 

 
 

７ 

職
員
に
対
す
る
職
員
き
章
の

交
付 

 
 

 
 

○ 
 

 
 

二
十
一 関

係
機

関
と

の
協

議
等 

国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
そ
の
他

関
係
機
関
と
の
間
に
お
け
る
協
議

及
び
意
見
の
聴
取
又
は
申
出 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

二
十
二 申

請
、 

通
知
、 

照
会
、 

回
答 

 

等 

１ 

審
議
会
等
の
運
営 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

２ 

各
種
行
事
の
後
援
名
義
の
使

用
及
び
共
催
の
承
認 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

３ 

品
評
会
、
共
進
会
、
見
本
市

等
の
開
催 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

４ 

品
評
会
、
共
進
会
、
見
本
市

等
の
う
ち
軽
易
又
は
定
例
的
な

も
の
の
開
催 

 
 

 
 

○ 
 

 
 

５ 

講
習
会
、
講
演
会
、
打
合
せ

会
等
の
開
催 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

６ 

講
習
会
、
講
演
会
、
打
合
せ

会
等
の
う
ち
軽
易
又
は
定
例
的

な
も
の
の
開
催 

 
 

 
 

○ 
 

 
 

７ 

事
実
の
証
明
及
び
謄
本
、
抄 

本
等
の
交
付 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

８ 

事
実
の
証
明
及
び
謄
本
、
抄

本
等
の
う
ち
軽
易
又
は
定
例
的

な
も
の
の
交
付 

 
 

 
 

○ 
 

 
 

９ 

告
示
、
公
告
そ
の
他
の
公
示 

 
 

 

○ 
 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

○ 

 


 

所
掌
事
務
に
関
す
る
調
査
の

実
施
、
資
料
の
収
集
等 

 
 

 

○ 
 

 
 

 


 

所
掌
事
務
に
関
す
る
調
査
の

実
施
、
資
料
の
収
集
等
の
う
ち 

 
 

 
 

○ 
 

 
 

 



 

軽
易
又
は
定
例
的
な
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

申
請
、
通
達
、
副
申
、
報
告
、 

催
告
、
通
知
、
照
会
、
回
答
、

届
出
等 

 
 

 

○ 
 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
通
知 

 

 

 

申
請
、
通
達
、
副
申
、
報
告
、 

催
告
、
通
知
、
照
会
、
回
答
、

届
出
等
の
う
ち
軽
易
な
も
の 

 
 

 
 

○ 
 

 
 

 

 

各
種
台
帳
等
の
調
製
及
び
縦

覧
並
び
に
閲
覧
の
許
可
等 

 
 

 
 

○ 
 

 
 

二
十
三 補

助 

金
、 

交
付 

金
等 

１ 

要
綱
等
の
定
め
の
あ
る
補
助

金
、
貸
付
金
等
の
交
付
又
は
貸 

付
け
の
決
定
、
承
認
、
取
消
し
、 

返
還
命
令
、
報
告
の
徴
取
等 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

２ 

国
庫
補
助
金
、
交
付
金
等
に

係
る
申
請
書
、
請
求
書
、
成
績

書
、
決
算
書
等
の
提
出 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

二
十
四損 

失
補 

償 

 
 

１ 

一
件
三
億
円
以
上 

 

○ 
 

 
 

会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

 

２ 

一
件
二
億
円
以
上
三
億
円
未

満 

 
 

○ 
 

 
会
計
管

理
部
長

及
び
財

政
課
長 

予
算
に
関
す

る
も
の 

 

３ 

一
件
二
億
円
未
満 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

二
十
五 

 
 

予
算
の

執
行

等 

１ 

使
用
料
、
手
数
料
及
び
負
担

金
の
減
免
並
び
に
利
用
料
金
の

減
免
基
準
の
決
定 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

２ 

予
算
の
配
当
替
え
及
び
令
達 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

３ 

県
税
外
収
入
金
の
徴
収 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

 

４ 

収
支
の
原
因
と
な
る
行
為
に

つ
い
て
決
裁
を
経
た
も
の
の
収

入
の
通
知
及
び
支
出
命
令
（
旅

費
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
処
理
す
る

切
符
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。

） 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

 

５ 

収
支
の
原
因
と
な
る
行
為
に 

つ
い
て
決
裁
を
経
た
も
の
の
う

ち
一
件
五
十
万
円
未
満
（
別
表 

第
一
に
掲
げ
る
幹
事
課
の
う
ち
、 

局
長
が
指
定
す
る
グ
ル
ー
プ
の

リ
ー
ダ
ー
は
千
五
百
万
円
未
満

）
の
収
入
の
通
知
及
び
支
出
命

令
（
職
員
に
支
給
す
る
旅
費
に

係
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

 
 

○ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

６ 

歳
入
歳
出
外
現
金
（
所
得
税 

及
び
住
民
税
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
及
び
有
価
証
券
の
出
納

通
知 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

 



 

７ 

歳
出
予
算
の
執
行
（
九
の
部

１
の
款
か
ら
５
の
款
ま
で
、
十 

一
の
部
１
の
款
か
ら
３
の
款
ま 

で
、
十
二
の
部
１
の
款
か
ら
５ 

の
款
ま
で
、
二
十
三
の
部
１
の 

款
及
び
二
十
四
の
部
１
の
款
か 

ら
３
の
款
ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

を
除
く
。
） 

 
 

 

○ 
 

 
 

 

 

８ 

一
件
五
十
万
円
未
満
の
収
支

の
原
因
と
な
る
行
為
に
関
す
る

こ
と
。 

 
 

 
 

○ 
 

 
 

備
考 

 

一 

合
議
は
、
合
議
先
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
広
島
県
文
書
等
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
広

島
県
訓
令
第
五
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

二 

事
務
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
事
務
又
は
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
合
議
が
必
要
と
な

る
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
合
議
先
の
欄
に
掲
げ
る
者
と
協
議
を
行
う
事
項
に
つ
い
て

は
、
当
該
者
へ
の
合
議
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。 

三 

事
務
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
事
務
又
は
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
文
書
等
の
審
査
が

必
要
と
な
る
事
項
の
欄
に
○
印
を
も
つ
て
定
め
る
も
の
の
文
書
等
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
広
島
県

文
書
等
管
理
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
総
務
課
に
お
い
て
行
う
。 



別
表
第
四
を
削
り
、
別
表
第
五
を
別
表
第
四
と
し
、
別
表
第
六
を
別
表
第
五
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 
 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


